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午前１０時００分 開 議

○議長（小松穂積） おはようございます。

これより、本日の会議を開きます。

○議長（小松穂積） 本日の議事は、議事日程第３号をもって進めます。

日程第１ 市政一般に対する質問

○議長（小松穂積） 日程第１、一般質問を行います。

質問通告書によって、順次質問を許します。

７番船木正博議員の発言を許します。なお、船木正博議員からは、一問一答方式に

よりたいとの通告がありますので、これを認めます。７番船木正博議員

【７番 船木正博議員 登壇】

○７番（船木正博議員） 皆さん、おはようございます。市民クラブの船木正博です。

傍聴席の皆さんには、市政に関心を持っていただき、誠にありがとうございます。

今回の私の質問は、地域の発展と住民の幸せを考えて２点に絞った質問になりま

す。市民の代弁者として誠心誠意質問させていただきますので、御清聴のほどよろし

くお願いいたします。

それでは、通告に基づき、順次質問してまいります。

第１問目は、男鹿市における洋上風力発電の推進と地域振興についてであります。

まずは今の状況を見てみますと、秋田県は日本海から吹く強い風を資源に、洋上風

力発電の整備を促進する区域として全国最多となる４海域が指定されている。男鹿市

もその一部であり、洋上風力発電に注力している。最新の動向として、男鹿市、潟上

市及び秋田市沖の事業者が選定された。これにより、本県沖だけで２００万キロワッ

ト以上の発電能力が確保される見込みである。男鹿市は、洋上風力発電による地域振

興や雇用創出にも注力しており、未来の担い手となる人材の育成にも力を入れてい

る。洋上風力発電は、秋田県の持続可能なエネルギー政策において重要な役割を果た

しており、男鹿市もその一翼を担っている。今後も技術の進歩と地域の協力により、

洋上風力発電の普及を推進していくことが求められている。

このように、今まさに男鹿市は洋上風力発電による追い風が吹いている。この千載
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一遇の好機を逃さず、男鹿市活性化に向けて邁進していくときではないだろうか。

男鹿市における洋上風力発電の推進と今後の動向を見据え、持続可能なエネルギー

政策と地域振興にどう結びつけていくのか、今後の取り組むべき姿をお示しいただき

たい。

そこで、以下の質問になります。

一つとして、洋上風力発電の進捗状況と今後の展望についてであります。

①男鹿市沖での洋上風力発電プロジェクトの推進状況を伺う。

②今後、男鹿市は洋上風力発電の普及をどのように推進していく予定なのか。

二つとして、地域振興と雇用創出についてであります。

①洋上風力発電による地域振興や雇用創出について、男鹿市における現在の取組や

今後の計画を伺う。

②未来の担い手となる人材の育成策について伺う。

三つとして、浮体式洋上風力発電施設の建設についてであります。

①由利本荘市・にかほ市沖は、浮体式洋上風力発電の実証事業の候補海域に選ばれ

ており、この事業が実現すれば、国内で初めて大型の風車による実証事業が進められ

ることになるが、今後、男鹿市として、この浮体式洋上風力発電施設の建設を視野に

入れていくのか。

それらについてお答えください。

大きな２番目の質問です。次に２問目は、人口減少社会に対応する行政の在り方に

ついて質問いたします。

男鹿市の人口減少に伴い、行政として今後どんな対策が必要なのか。男鹿市は予想

を上回る速度で人口減少が進んでいる。人口減少は深刻な問題である。人口減少が進

むにつれ、市政運営にも影響が出てくるであろう。行政の取組もまた対策が必要と考

える。

人口規模が縮小することにより、市の財政、民間の経済活動等にもいろいろ影響が

出てくる。市民生活の質を落とさず、不便を強いられることなく、公平な公助を受け

ることができる安心・安全な社会の実現を目指していくことは大切である。市民生活

の維持、行政サービスの低下を招かないためにも行政としてどのような対策が必要な

のか。将来展望の予想のもとに行政として取るべき施策を示していただきたい。
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そこで質問です。

一つとして、人口減少の現状と課題についてであります。

①男鹿市の人口動態、すなわち人口、世帯数、年代別など最新のデータを踏まえ、

人口減少がもたらす地域社会への影響をどのように捉えているか。

②男鹿市の人口減少が現在の状況に至るまでの経緯や、これから取り組むべき課題

に対する市長の見解を伺う。

二つとして、地域振興策と行政サービスの提供についてであります。

①今後、人口減少を踏まえた上で男鹿市が取るべき地域振興策についての考え方、

対策を伺う。

②行政サービスの持続可能性を高めるために、市民参加や広域連携など、どのよう

な政策を推進していくのか。

三つとして、地域資源の活用と新たな取組についてであります。

①地域資源を活用した新たなプロジェクトやイベントの計画等の有無について伺

う。また、ほかの自治体と連携している事例があれば、その成果や課題について併せ

て伺う。

四つとして、住民への情報提供と意見収集についてであります。

①人口減少対策に関する住民への情報提供や、住民からの意見収集の取組方を伺

う。また、住民からの意見を反映させる仕組みはあるのか。

以上、これらについてお答え願います。

市長の意欲ある未来志向の答弁を期待いたしております。どうも御清聴ありがとう

ございました。

○議長（小松穂積） 答弁を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 皆さん、おはようございます。また、傍聴席においでの皆さん、

市政に関心を持っておいでいただき、感謝申し上げます。ありがとうございます。

それでは、船木議員の御質問にお答えします。

御質問の第１点は、男鹿市における洋上風力発電の推進と地域振興についてであり

ます。

まず、男鹿市沖での洋上風力発電プロジェクトの進捗状況等についてであります。
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２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて、洋上風力発電は、再生可能エネ

ルギーの主力電源化に向けた切り札として、国が主導的に進めている事業であり、本

市においても国内の脱炭素化への貢献や地域産業の振興に寄与するものと認識してお

ります。

御案内のとおり、本市周辺では、再エネ海域利用法上の促進区域に指定されている

「能代市、三種町及び男鹿市沖」、「男鹿市、潟上市及び秋田市沖」の二つの海域に

おいて、選定事業者により環境アセスメント手続や漁業影響調査、工事請負事業者と

のマッチングなどが進められており、いずれも令和１０年以降に運転開始が予定され

ております。

建設工事から運転期間中の保守点検、運転終了後の撤去までの洋上風力発電事業全

体が生み出す経済効果と雇用効果は、秋田県沖の４海域全体で約３，５５１億円、３

万４，９５２人、うち本市周辺の２海域では約１，３１２億円、１万２，９００人と

試算されております。これらの効果をいかにして市内へ波及させ、雇用創出や消費拡

大に結びつけていくかが、本市における産業振興上の重要な課題であると捉えており

ます。

他方、発電事業は、住民の生活環境や漁業操業への影響に関する調査・対応が十分

になされ、地域の理解を得ながら進められなければなりません。

市としましては、地域や漁業との共存共栄を第一に、洋上風力発電事業がもたらす

経済効果を最大限享受できるよう取り組んでまいります。

次に、洋上風力発電による地域振興や雇用創出についてであります。

本市では、今年度の重点施策として、船川港の活性化と企業誘致対策を掲げている

ところでありますが、こうした中で、訓練センター「風と海の学校 あきた」のオー

プンや、大型船舶等の修理拠点が設置されるなど、船川港の将来の機能強化に向けた

具体の動きが進んでおり、新たな雇用も生まれております。

こうした船川港をめぐる動きを確かなものとし、さらに加速化していくため、県で

は、石油備蓄基地の南側の岸壁を２３０メートル延伸し、約３６ヘクタールを埋め立

てて埠頭用地と工業用地を造成するとともに、洋上風力のＯ＆Ｍ拠点化に向けて、オ

ガーレ向かい岸壁に小型船舶の係留施設を整備することも盛り込んだ「船川港港湾計

画」の改訂を急ぎ進めております。
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船川港の利活用の促進は、地域産業の振興や新たな雇用の創出はもとより、物流・

人流が活発化することにより、宿泊や飲食、観光誘客や特産品の需要拡大にも好影響

をもたらすなど、地域全体への波及効果が期待されるところであります。

また、今後の発電設備の建設工事に当たっては、県外企業が元請となる可能性が大

きいものの、市内企業が二次、三次協力企業として参入できるよう、資格取得等を後

押しするほか、船川港の活用を念頭に、事業者へのアプローチを積極的に進め、新た

な企業の進出時には、商工業振興促進条例による支援等により地元雇用を促すなど、

地元経済の活性化に向けた取組を進めてまいります。

そのほか、現在、市では、各海域の選定事業者と地域振興に関する取組の協議を進

めており、マガキの養殖試験やＬＩＮＥ観光パスポートなど既に着手されている項目

もございます。発電事業は２０年以上の長期にわたって実施されることから、継続的

に協議を行い選定事業者との連携を深め、地域課題の解決につながるよう取り組んで

まいります。

関連企業の進出など、具体の動きがさらに活発になると見込まれる今後数年間は、

市内への投資を呼び込むまたとない好機と受け止めており、引き続き、企業誘致を最

優先に、雇用の場の創出と市内への定住促進を図るなど、本市の発展に資するよう最

大限努力してまいります。

次に、人材の育成についてでありますが、既に一昨年から、小・中学生が港湾や再

生可能エネルギーに理解を深めることができるよう、市の単独事業として洋上風力発

電事業者等と連携し、施設見学や出前教室等を実施しており、今年度は、先般オー

プンした「風と海の学校 あきた」の最新型の操船訓練シミュレータ等の施設見学も

企画しております。

また、現在検討されている男鹿海洋高校と男鹿工業高校の統合により、有為な人材

の育成がさらに期待されることから、県教育委員会に対し、洋上風力発電関連等、地

元企業で活躍できる専門的な知識と技能を持った人材の育成や、水産海洋系と工業系

を融合した特徴的な学科の設置及びカリキュラムの編成などを要望したところであり

ます。

市では、これまでも県外等から男鹿海洋高校に就学する生徒への住宅費補助を行う

など、海洋産業を担う人材育成を側面から支援しておりますが、今後も関係機関等と
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連携し、全国からの人材の募集と育成を積極的に後押ししてまいります。

次に、浮体式洋上風力発電施設の建設についてであります。

浮体式については、県のエネルギー計画において、水深３０メートルより深い海域

での導入可能性の検討を進めるとされているほか、国においても、浮体式の普及を見

据え、洋上風力発電の設置場所を現行の領海内から、ＥＥＺ・排他的経済水域に拡大

する法律案を今国会に提出するなど、将来的な導入を目指しております。

こうした中、先日、国が進める浮体式の商用化を目的とした実証事業において、由

利本荘市・にかほ市沖が実施海域として採択され、事業者が選定されたところであ

り、着床式に続き、浮体式でも本県が全国のトップランナーとなることが期待されま

す。

浮体式の発電設備の建設に当たっては、基礎部材を浮かべて保管する水域が不可欠

ですが、船川港は、冬季の北西の季節風による影響が少なく、県内随一の広大な静穏

海域を有し、保管水域に非常に適していることから、拠点的な港湾となり得る条件を

備えていると認識しております。

また、船川港周辺には、海洋人材の輩出拠点や大型船舶等の修理拠点が整備される

など、洋上風力発電産業の発展上の優位性が年々高まっております。

これを踏まえ、「船川港港湾計画」の改訂案においても、浮体式の資機材の取扱い

等を見込み、埠頭用地や工業用地の造成、土地利用計画等の見直しが盛り込まれてお

ります。

沖合での発電事業の実施に際しては、漁業や海運など先行利用者との調整や環境へ

の影響など、議論されるべき課題が多くあり、国において選定の手法等を詳細に検討

していくものと思われます。

市としましては、浮体式に関する国の動きを注視しながら、情報の収集・分析を行

うとともに、今後実施される実証事業の状況を見極めた上で、船川港の活用や関連産

業の誘致を進めてまいります。

御質問の第２点は、人口減少に対応する行政の在り方について、まず、人口減少が

もたらす地域社会への影響についてであります。

本市では、少子高齢化を背景に、死亡者数がここ数年５５０人から６００人前後で

推移している反面、出生数は平成３０年に１００人を割り、令和５年には５２人まで
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減少するなど、近年は５００人前後の自然減となっており、これが人口減少の約７割

を占めております。

一方、社会減では、転出する人数が転入数を上回る転出超過が続き、近年は２００

人前後で推移し、自然減と合わせ、総人口が毎年およそ７００人前後で減少しており

ます。

我が国全体で少子化・人口減少に歯止めがかからない中で、本市の人口減少は今後

も一定のレベルで進んでいくことが想定され、それに伴い、生産年齢人口の減少によ

る労働力不足が地域の産業や雇用に影響を及ぼすほか、地域社会におけるコミュニテ

ィ機能、医療や介護制度などの持続的な運営、税収の減少による行財政サービスな

ど、多くの影響が出てくるものと認識しております。

人口減少は様々な要因が複層的に重なり合った結果でありますが、中でも、本市に

あっては、「産業の集積」、「魅力ある職場」が質・量とも絶対的に少ないことが社会

減の最大の要因であると捉えております。

こうした観点で、これまでの経緯を産業の歩みで振り返ってみますと、昭和から平

成初頭にかけては、大規模な石油精製事業の展開や国家石油備蓄基地の建設など、産

業が集積する要衝として船川港が活況を呈したほか、ハタハタ漁、国定公園の恵まれ

た自然景観を生かした観光業など、かつての男鹿を支えた産業が、時代の移り変わり

とともに、脱石油・脱炭素化や海洋環境の変化、旅行ニーズの多様化といった変化に

うまく対応できず、また、新たな企業の誘致もままならなかったことで、今日の停滞

を招いたものと推察しております。

こうした産業の停滞による雇用の場の不足に加え、若い世代や女性の流出の背景に

は、周囲からの過度の干渉や年齢、性別による役割の固定化などに伴う閉鎖的な雰囲

気、多様な生き方に対する寛容性が低いといった地域社会の閉塞感が根底にあると考

えており、官民挙げて、地域を挙げてジェンダーギャップの解消に取り組むことが求

められております。

このように、本市の人口減少対策としては、まずは何と言っても、社会減の要因と

なっている魅力ある雇用の場の確保が一丁目一番地であります。

幸い、これまで進めてきた企業誘致等の取組により、今、本市では、鵜ノ崎海岸へ

の高級宿泊施設の進出、旧野石小学校を活用したパック御飯工場の建設、男鹿駅周辺
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では念願のホテルの立地が決定したほか、洋上風力の訓練センターもオープンするな

ど、今後の発展に大きく寄与する企業の立地や大型の投資案件が続いております。

また、先ほど１点目の御質問でお答えしたとおり、秋田県沖の洋上風力発電では第

２ラウンドの事業者も決まり、将来の浮体式を含め、関連産業の広がりと船川港の機

能強化がリンクしながら進むことが期待されます。

これらの案件を着実に推進することにより、再来年以降、雇用環境が格段に好転・

増大することが見込まれますので、若い世代や若年女性が希望する働く場の確保、能

力を生かせるような魅力ある職場の創出に努めてまいります。

併せて、結婚支援や子育て環境日本一を目指した取組、住環境の整備などの取組を

粘り強く進めることで、人口減少のスピードをできるだけ緩やかなものにしてまいり

ます。

次に、地域振興策についての考え方と対策についてであります。

今後も人口減少が一定レベルで進行すると見込まれることから、将来に向けた地域

づくり・まちづくりに当たっては、公共施設や道路、下水道等の社会インフラも、こ

れまでのような形で維持していくことは困難であり、ダウンサイジングが避けられな

いと考えております。

そうした中にあっても、市民一人一人が男鹿ならではの豊かさを実感し、地域で安

心して暮らしていけるよう、道路の補修や除排雪の強化などの生活環境の整備、医療

の提供、防災力の強化、デジタルを活用した利便性の向上など、生活の質を高める取

組を通じて、市民の幸せ、いわゆる「ウェルビーイング」を重視し、身の丈に合った

まちづくりを進めてまいりたいと考えております。

一方、人口減少がさらに進むと、現行の行政サービスの全てを維持していくことは

困難と考えており、近い将来、その在り方について検討せざるを得ないと考えており

ます。

今後の行政需要の動向を見極めながら、例えば、地域コミュニティセンターや公民

館の在り方、地域公共交通の効率的な運行など、各行政サービスを最適化する視点で

見直しを行うとともに、デジタルを活用した行政運営の簡素化・効率化を図りなが

ら、真に必要な行政サービスの維持に努めてまいります。

また、複雑・多様化する様々な地域課題に対しては、行政による「公助」だけでは
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解決が困難になると考えられ、これまで以上に民間企業やＮＰＯ、ボランティア団体

等との協働の取組が重要になってくることから、市といたしましては、社会福祉協議

会の体制や機能強化を図りながら、ボランティア団体やＮＰＯ法人の設立及び活動の

サポートを推進してまいります。

次に、地域資源を活用した取組についてであります。

現在、本市では、船川港という本市固有の資源と、風力というこれまで注目されて

いなかった資源にスポットを当て、船川港を核とした地域産業の活性化に向けて様々

な取組が進められております。

また、本市の基幹産業である観光は、男鹿のナマハゲをはじめ、西海岸のダイナ

ミックな風景美、半島全域に広がるジオサイト、豊富に湧き出る温泉など、まさに有

形・無形の地域資源を生かして成り立っております。

さらに、廃校になった校舎も地域資源と捉え、現在、旧野石小学校を活用したパッ

ク御飯工場の建設が進められており、これまでにない地方のモデルケースとなる新た

な産業プロジェクトであると認識しております。

一方、人口減少下においては、他の自治体との広域連携が必要不可欠であります。

特に市民生活に欠くことのできないサービスを将来にわたって維持するには、近隣の

自治体同士が協力し合い、より広域的に取り組むことが重要であります。

このため、現在、ごみ処理や消防、し尿処理について、関係市町村で広域連携の協

議を進めており、実現に向けて鋭意取り組んでまいります。

次に、人口減少対策に関する情報提供についてであります。

市民にお知らせすべき重要な施策は、市広報に特集記事として掲載しており、昨年

度は人口減少対策の一環として、子育て環境日本一を目指した取組を取り上げたほ

か、今年度は、産業振興につながる観光施策を６月号に掲載するとともに、現在進め

られている船川港港湾計画の改訂や洋上風力関連事業、廃校舎を活用したパック御飯

工場などの記事をタイムリーにお伝えしております。

今後も人口減少対策に関連する施策の周知を図ってまいります。

また、市では、各種計画の策定や施策事業の立案に当たり、アンケート調査の実施

や協議会等を設置し、各界各層から様々な御意見をいただき、市民の声が市政に反映

されるよう努めております。
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現在進めている子育て環境日本一を目指した取組も、「子ども・子育て支援に関す

るアンケート調査」の結果に基づき打ち出されたものであり、施策の方向性や取組内

容に市民の意見が生かされております。

今年度は、次期総合計画策定に向けて市民意識調査の実施を予定しており、人口減

少対策をはじめ、様々な施策・事業に市民の意見を反映させてまいります。

以上であります。

○議長（小松穂積） 再質問ありませんか。７番船木議員

○７番（船木正博議員） 御答弁ありがとうございました。よく理解できました。これ

らの施策を確実に進めていってもらいたいと思います。

ということで、よい返答いただきましたので再質問はありません。終わります。

○議長（小松穂積） ７番船木正博議員の質問を終結いたします。

次に、２番古仲清尚議員の発言を許します。なお、古仲清尚議員からは、一問一答

方式によりたいとの通告がありますので、これを認めます。２番古仲議員

【２番 古仲清尚議員 登壇】

○２番（古仲清尚議員） 皆様、おはようございます。会派明政会の古仲清尚でござい

ます。

傍聴席の皆様方におかれましては、市政に関心をお持ちいただきまして、おいでい

ただいておりますことに感謝を申し上げます。

それでは、通告に基づきまして質問いたします。

質問項目大要１点目は、防災・減災対策についてであります。

今年で１９８３年の日本海中部地震から４１年、２０１１年の東日本大震災から１

３年の年月が経過しました。

本市の地勢・地理的条件については、各種計画や統計資料にもありますように、多

様な自然災害が発生しやすい条件下にあり、また、近年の気候変動の影響もあって

か、災害リスクが高まっているとされております。

そうした中、令和６年１月、石川県沖を震源とする能登半島地震が発生しました。

今もなお、約３，０００名の方が避難所での生活を余儀なくされているとのことであ

ります。この能登半島地震では、その地理的特性が類似している秋田県、特に男鹿半

島に注目が及び、秋田県におきましては、行政や関係機関の実務担当者等で構成され
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る秋田県防災・減災対策検討委員会が本年５月に設置され、今後、佐竹知事や有識者

等で構成される秋田県防災・減災会議の中で具体的な方針の策定に向けて進められて

いくこととされております。

これまで本市における防災・減災に対する取組では、男鹿市地域防災計画、男鹿市

津波避難計画、男鹿市国民保護計画など、様々な背景や趣旨に沿った形で、地域特性

に対応した防災・減災に関係する様々な計画が策定され、それぞれ推進が図られてき

たことと承知しております。

大規模自然災害等に備えた強靭な国づくりに向けては、平成２５年、強くしなやか

な国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法が施行され、

また、同法律に基づく国による国土強靭化基本計画が策定されたことに伴い、本市に

おきましても、同法律や同基本計画に基づく形で、「起きてはならない最悪の事態」

を想定した男鹿市国土強靱化地域計画が策定されました。本年、令和６年で計画策定

から１０年、計画の推進に当たっては、過去の大規模地震、大規模災害の経験が礎と

なって、適宜、運用達成されることが期待されるものであります。

国におきましては、４７全ての都道府県、また、全国市区町村の９９パーセントで

地域計画の策定が完了したことに伴い、これまでの計画策定支援から内容充実支援へ

とシフトし、地域計画の内容充実に向けて、地域計画において実施内容が具体的に明

記された事業に対して、国土強靭化関係予算を重点化し、地方の強靭化を推進してい

く構えとされております。

そこで質問いたします。

（１）国土強靭化地域計画の実際及び国・県との連携について。

地方への取組強化などを示唆している、国による国土強靭化基本計画の改訂を踏ま

え、男鹿市国土強靭化地域計画における進捗や、国や県との連携の実際について。ま

た、計画の推進における今後の方向性について、市としてどのようにお考えか、見解

をお伺いいたします。

次に、（２）自助・共助・公助の枠組みについてであります。

内閣府の調査によりますと、防災意識の傾向が大きく変わる契機となったのは、平

成７年、１９９５年の阪神淡路大震災であり、その後、平成２３年、２０１１年、東

日本大震災の発生は、防災意識をより一層大きく高めることになったことが明らかに
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なっています。

しかしながら、東日本大震災後、平成２８年、２０１６年に熊本地震が発生し、大

きな被害があったものの、令和４年、２０２２年に行われた調査では、総じて取組の

実施率は高まっていない恐れがあるとしています。

近年は、地震災害に加え、台風、豪雨、土砂災害などの風水害が相次いでいるもの

の、自助による取組の実施率が頭打ち傾向にある背景として、自らが被災者となる実

感が得られないことから、災害の発生を契機とした防災意識の高まりが得られにくく

なっているとも考えられております。

また、住民の多くは自然災害のリスクを認識しているものの、着手の一歩を踏み出

せない層が一定程度存在することが想定されていることから、対象地域や年齢層によ

る違いなどを考慮した上で、自助意識の高揚に向けて働きかける取組をしていくこと

が求められています。

さらには、人口減少などによる地域コミュニティの低下が懸念されている中にあっ

て、共助もまた、より幅広い概念での取組が求められてきております。

本市では高齢化が進み、統計によっては高齢化率が５０パーセントを超えている現

状や、本市のような地勢・地理的条件では、自助・共助において地域間格差が生じる

懸念があり、公助が大きな力を発揮する必要があるとも考えられています。

そこで質問いたします。

市として、各計画等に位置づけている自助・共助・公助の枠組みをどのように認識

しているか。また、現状において、公助による自助・共助への支援の実際はどうか。

併せて、過去の大規模地震、大規模災害を教訓に物資の分散備蓄が重要視されている

現在、集落の孤立対策や自助・共助の活動確保の一つとして、自治体による緊急用飲

料水備蓄タンクであるセーフティタワーや、食料品等を備蓄するコンテナ整備の可能

性について、市の見解をお伺いいたします。

次に、（３）防災ＤＸの進展に向けてであります。

防災ＩＣＴ、防災ＤＸの進展に向けては、内閣府が２０１５年に取りまとめた「防

災・減災、国土強靭化新時代の実現のための提言」により、その重要性が強調されま

した。現在では、民間を中心に、あまたの防災に関するアプリケーションが開発・活

用されています。
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一方で、災害発生時には、言わずもがな、被害の状況を迅速かつ正確に把握するこ

とが重要であることから、公共情報との連携や、災害発生という緊急時にそれらがど

の程度まで機能するかなどの懸念も課題となっています。

本市におきましては、これまでもウェブ版ハザードマップの実装、また、過去にお

いては、衛星を活用した避難誘導型アプリの実証など、ＩＣＴを活用した防災サービ

スに取り組まれてきていることと承知しておりますが、それらを背景とし、質問いた

します。

防災・減災に関わる各計画を効率的に進めるためには、デジタル技術の活用が不可

欠とされている現在、本市における防災分野のＤＸ、デジタルトランスフォーメー

ションの進展に向けて、見解をお伺いいたします。

防災・減災対策について、以上３点についてお伺いいたします。

質問項目大要２点目は、ふるさと納税及び企業版ふるさと納税についてでありま

す。

本市でのふるさと納税制度、なまはげの里・男鹿応援寄附金事業が開始されてから

１５年を迎えます。加えて、令和３年度からは、企業版ふるさと納税制度でありま

す、なまはげの里・男鹿企業版ふるさと納税事業が運用されております。

本市でのふるさと納税については、令和２年、２０２０年度には、寄附件数３万１

２２件、寄附額約５億７，５００万円という、事業開始以降最高を記録しました。そ

の後、寄附件数、寄附額が減少し、また、昨年の令和５年には返礼品等に関するルー

ル改正があったことから、今後の動向が注目されるところであります。

先進事例では、寄附額に応じた返礼品をその場で受け取れる、ふるさと納税自販機

の導入や、施設命名権であるネーミングライツ契約など、自治体の特色や企業とのつ

ながりなどを生かす取組をされている自治体もあります。

本市におきましては、人口減少等もあり、自主財源の確保が課題となっている中

で、ふるさと納税や企業版ふるさと納税の制度は、戦略的に活用できる有用な制度で

あると考えます。

そこで質問いたします。

（１）として、本市におけるふるさと納税及び企業版ふるさと納税における各制度

の現状と取組方について。
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（２）として、制度活用促進に向けた今後の方向性について。

それぞれ市の見解をお伺いいたします。

次に、質問項目大要３点目は、まちづくりの展望についてであります。

本市では、人口減少、少子高齢化が加速する中、食品店が減少をたどり、食品の購

入や飲食に不便や労苦を感じる方が増加しており、いわゆる買物難民、買物弱者、買

物困難者が増えてきており、食品アクセス問題、または食料品アクセス問題として問

題が健在化しつつあります。

食品アクセス問題は、買物に困難を来す「買物難民層」、高齢者を中心に買物に困

難を感じている「買物弱者」、生鮮食品の供給体制が崩れ購入できなくなってしまう

「食の砂漠化（フードデザート）」問題など、高齢者等が食品のアクセスに不便や労

苦がある状況を幅広く包摂するものと定義されています。また、当該問題は、食品調

達の不便に伴い、食品摂取の多様性を低下させる可能性があることから、日常におけ

る食環境の変化から健康的な食生活への影響が懸念されています。

農林水産省は、令和５年度、買物困難者等食品アクセス問題に関する全国市町村

アンケートを行った結果、食品アクセス問題について、全国で約９割の市町村が「何

らかの対策が必要である」と回答したと公表しました。６５歳以上で自動車運転免許

を持たない食品アクセス困難人口は、２０２０年時点で全国で推計９０４万人、６５

歳以上の２５パーセント超、７５歳以上の３割超に達していると公表されました。

食品アクセス問題は、社会的な課題であり、その対策は産業振興や流通、交通、福

祉、地域活性化等に横断的に関係する取組であり、必要な対策は地域によって異なる

ため、地域の実態や課題、地域資源、ニーズなど、地域の実情に応じた効果的・効率

的な対策が重要となることから、国や自治体が公共交通機関等と連携した取組が求め

られるものであります。

本市における食品アクセス問題は、少子高齢化が加速する中、地理的条件に加え、

身近な交通インフラや地域コミュニティの状況変遷などにより、地域・集落によって

は非常に深刻な状況であるとの声が聞こえております。

そこで質問いたします。

行政としても実情に応じ、施策を講ずる必要があるものと考えますが、食品アクセ

ス問題における実態の把握と対応について、食料品調達等への施策・展開に向けた市
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の認識と今後の方向性について見解をお伺いいたします。併せて、問題解決への一つ

として、根強い要望がある市内大型スーパーなどへの直通の買物専用バス、また、移

動販売車の充実、トレーラーなどによる移動型店舗、あるいは県内でも実例があるＤ

Ｘスマートストアなどのコンテナ型無人店舗などが考えられますが、それら導入の可

能性についても市の見解をお伺いいたします。

質問項目大要４点目は、防犯対策についてであります。

昨今、全国的に犯罪情勢が悪化しており、刑法犯認知件数は増加しております。秋

田県犯罪統計資料（刑法犯市町村別認知件数）によれば、本市における近年の推移は

減少しているものの、令和５年では微増となっています。また、犯罪の内訳では、全

国的にも圧倒的に多いのは「窃盗」であることが確認できます。

本市におきましては、高齢化や人口減少により集落によっては近所付き合いなど相

互の触れ合いが少なくなったり、また、空き家などの増加により、元来、地域社会に

備わってきた防犯の目が行き届きにくい状況に変遷していることが考えられます。

そうした中にあって、地域社会における安全・安心なまちづくりに向かうための一

助に、防犯カメラやカメラ付インターホン、センサー付ライト、窓用防犯フィルムな

ど、防犯対策品の設置が有用と考えられています。防犯カメラなどの設置は、犯罪抑

止や被害の未然防止を図るなど、様々な場面で効果が見込めるとし、全国的に設置運

用が進んでいます。

本市市役所庁舎、学校、保育園、図書館、公民館など、公共施設における防犯対策

の現状と今後の対応については、人的被害や情報資産の紛失等を未然に防ぐ対策とし

て、不特定多数の入出が想定される施設においては防犯カメラの設置が必要であると

考えます。また、幅広い年齢層の入出が想定される図書館などでは、例えば事前登

録・発行した入館パスなどで一定の入場管理を検討すべきではないでしょうか。

そこで質問いたします。

（１）として、防犯カメラの公的設置や私設置における補助等の考え、また、市民

の防犯対応への支援など、安全・安心のまちづくりに向けた防犯環境整備について。

（２）として、公共施設等における防犯対策について。

それぞれ市の見解をお伺いいたします。

質問項目大要５点目は、道路交通環境についてであります。
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道路交通環境については、道路交通機能の確保を前提にしつつ車両等が安全に通行

するため、通年において適宜・適切な対応が望まれるものであり、日常生活の動線確

保など、市民生活に直轄した極めて重要な問題であります。

市内の現状を見てみますと、道路利用者の安全性確保に難があるものと想定される

箇所が市内各所に見受けられ、箇所によっては、長年、改善を要望する声も聞かれて

おります。例えば、信号機については、この１０年間において、感応式や時差式など

の三色信号から一灯式の点滅信号へ、また、点滅信号から信号撤去へと対応がなされ

た箇所もあります。

では、それらの対応が地域の交通事情に真に適しているものかどうか。その後、適

宜、効果検証がされているものかどうか。道路管理者でもある市当局と秋田県公安委

員会との連携は、実際どのように行われているのでしょうか。

そこで質問いたします。

道路交通機能の円滑及び安全確保に向けた環境整備について、市の見解をお伺いい

たします。

以上、大要５点について質問いたします。

○議長（小松穂積） 答弁を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 古仲議員の御質問にお答えします。

御質問の第１点は、防災・減災対策についてであります。

まず、国土強靭化地域計画の実際及び国・県との連携についてであります。

平成２９年３月に策定した本市の国土強靭化地域計画の進捗状況を重要業績指標で

見てみますと、公共特定建築物の耐震化率、学校施設の耐震化率、土砂災害警戒危険

区域の指定率などの項目については１００パーセント達成している一方、住宅の耐震

化率などの項目は未達成となっており、項目によってばらつきがあるのが現状であり

ます。

また、国や県との連携なしには成し得ないインフラ整備については、緊急輸送道路

のネットワーク維持のための国道１０１号浜間口バイパスが、現在着々と工事が進め

られているほか、船川港の耐震強化岸壁の整備や比詰川の改修についても、今後の整

備に一定のめどがついている状況にあります。
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国では昨年、国土強靱化基本法を改正し、基本計画を新たに策定するとともに、地

域計画の改定に向けたガイドラインを示しており、その中では、デジタル新技術の活

用や地域における防災力の一層の強化を重点項目に加え、ハード整備のみならずソフ

ト施策をさらに推進していくことが明確化されております。

また、地域計画の改定に当たっては、各自治体の総合計画と一体的に策定すること

で、作業の効率化を図りながら、地域の強靱化という幅広い分野をカバーすべきであ

るとの方針が示されております。

本市においても地域計画の策定に当たっては、こうした国のガイドラインの方針や

内容を踏まえ、来年度策定予定の総合計画へ統合することを基本に、昨年７月の大雨

や能登半島地震など近年発生した自然災害の教訓、「秋田県男鹿半島地域等防災・減

災会議」における検討結果を盛り込みながら改定してまいります。

次に、自助・共助・公助の枠組み、支援の実態についてであります。

これまでの大規模災害の教訓から、災害時の役割の大きさは、一般に自助が７割、

共助が２割、公助が１割と言われておりますが、大事なことは、それぞれが十分に機

能し、また補いながら相乗効果を発揮することにあると考えます。

市の地域防災計画でも、「自らの身の安全は、自らが守る」という自覚を持つこ

と、お互いに助け合うという共助の意識と行動が大切であることをうたっておりま

す。

本市の状況を見ますと、議員御指摘のとおり高齢化率が高く、迅速な避難や自力で

の避難が難しい方が多いこと、また、地理的条件から市や警察、消防等による公助を

届けるにも一定の時間を要することから、地域住民や地元の消防団、自主防災組織な

どによる共助の力が大切になってまいります。

このため、市としましては、いざというときに住民が自発的に迅速に行動できるよ

う、自主防災組織単位での訓練の実施や防災リーダー認定講習会の開催等を通じて、

地域住民による自主的な活動を支援しております。

また、自力で避難できない方について、今年度、国のモデル事業を活用しながら、

「いつ」、「どこへ」、「誰と」、「どうやって」避難するかを具体的に定めた、個別避

難計画の作成を加速化させていくこととしており、いざというときに共助の力で対応

できるように取組を進めてまいります。



- 112 -

一方、備蓄につきましては、７割を公助で、残る３割を家庭や地域で賄うことを基

本に、３日分の物資を備蓄拠点にストックしていますが、今般の能登半島地震を踏ま

え、孤立する可能性のある本市西側の地区を対象に、主食等を追加で準備するととも

に、停電を想定したポーダブル電源や電動簡易トイレ、女性用下着を新たに購入し、

集落の近くに配備していくこととしております。

議員から御提案のありました飲料水用備蓄タンクや備蓄コンテナ等につきまして

は、特に避難所の指定ができない戸賀、加茂青砂などの地区において、備蓄の有効な

手段の一つと捉えております。

今年度、男鹿半島地域等防災・減災対策検討委員会を通じて、市の防災・減災対策

の検証・見直しを進めていくこととしており、その中で自助・共助・公助の在り方や

備蓄物資等の考え方などについても整理してまいります。

次に、防災ＤＸの進展についてであります。

令和５年３月に策定した「男鹿市ＤＸ推進計画」では、頻発する自然災害等に対す

る迅速・的確な情報発信や被災状況の把握など、防災に関するＤＸ推進も重要な取組

項目として位置づけております。

この計画に基づき、市では、昨年度、ウェブ版ハザードマップを導入したほか、市

の公式ＬＩＮＥにおいて、ハザードマップをはじめ、避難所一覧、河川の情報、気象

情報などに速やかにアクセスできるように防災情報を集約したところであります。

さらに、今年度、職員間の情報共有アプリとして「ＬｏＧｏチャット」を導入した

ことにより、緊急時の職員間の迅速・正確な情報の収集・伝達が可能となっておりま

す。

議員からは、「避難誘導型アプリ」、「シン・オートコール」の導入などの御提案を

いただきましたが、さきの３月定例会において答弁申し上げているとおり、様々な機

器やシステムの中から、導入した場合の効果と費用を十分に見極めながら、当市にふ

さわしい仕組みを選択してまいります。

御質問の第２点は、ふるさと納税及び企業版ふるさと納税についてであります。

ふるさと納税は、出身地や応援したい自治体に寄附することで、所得税や住民税の

控除を受けられる仕組みであり、平成２０年の制度創設以降、年々市場規模が拡大

し、寄附獲得に向けた自治体間の返礼品競争が激化しております。
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こうした中、寄附受入れを優先するあまり、一部自治体では、本来の趣旨やルール

を逸脱した行為により、ふるさと納税の対象団体としての指定が取り消されるなど、

行き過ぎた競争が問題視される状況も生じております。

これを踏まえ、総務省は、より明確なルールの下での健全な取組を促すため、昨年

１０月、自治体の返礼品調達費用や広告費用等、寄附の募集経費を寄附額の５割以下

とするなど、基準を厳格化しました。

これを受け、本市においても、返礼品の出品事業者や中間事業者と協議の上、返礼

品の見直しや各返礼品の設定寄附額の引上げ等の対応を取ったところであります。

しかしながら、昨今の物価上昇による家計負担の増大等を背景に、単に生活必需品

の獲得や税控除を目的としたものが多くなってきており、寄附者による返礼品内容の

比較選別の見極めが厳しさを増しております。

県内を見ますと、各自治体とも「あきたこまち」など県産米の引き合いが多くを占

めている中で、米の設定価格がより低い自治体に寄附が集中し、米の価格が各自治体

の寄附実績を大きく左右している実態にあります。

本市においても、米を返礼品とする寄附が令和４年度は約３億円でしたが、昨年度

は約２億円と大きく落ち込み、寄附額全体の最大の減少要因となっております。

一方で、ギバサやベニズワイガニなどの海産物、男鹿梨やわかみメロンといった果

物など、本市の特色ある地場産品を返礼品とする寄附は実績を上げており、今後のブ

ラッシュアップやＰＲにより、さらなる伸びに期待しているところであります。

ふるさと納税に関しては、寄附額は今や１兆円規模に拡大する中で、「ふるさとを

応援したい」といった当初の目的からかけ離れ、税の控除とよりお得な返礼品の獲得

に関心が集まるなど、制度にゆがみが生じ、「官製通販」と批判する声もあります。

実務に携わる私どもとしましては、果たして、このままの形で制度が続くのか疑問

を感ずることも少なからずございますが、自主財源の乏しい本市にとりましては、現

状、貴重な財源となっていることも事実であります。

寄附金が市内産業の振興や関係人口の増加に資するとの認識のもと、引き続き寄附

獲得に向けて、主要なターゲットである首都圏に向けたプロモーションの強化や、地

域の特色を生かした魅力ある特産品の開発、さらには、使い道を限定・明確化したＰ

Ｒなどに取り組んでまいります。
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これに加え、寄附の募集経費を寄附額の５割以下とする基本ルールに基づき、施策

の費用対効果を見極めつつ、議員から御提案いただいた先進事例も含め、可能性を

探ってまいります。

一方、企業版ふるさと納税につきましては、寄附の対象事業を盛り込んだ地域再生

計画の認定を受け、令和３年度より募集を行っており、これまでの３年間で、延べ１

３社から約４，０００万円の寄附をいただいております。

寄附金の使途につきましては、企業に感謝の意を形として表すべく、船越こども園

の整備やバス停留所のリニューアルなど１２事業に充当したところであります。

こうした中で、寄附額の最大９割を税額控除される特例期間が今年度末までとされ

ております。市としましては、少子化対策や移住・定住の促進、地域社会の維持・活

性化など、本市特有の課題解決に極めて有効な財源として活用できることから、特例

期間の延長に向け、全国市長会を通じて国に要望しているところであります。

なお、御提案いただきました、企業版ふるさと納税でのネーミングライツの導入に

ついては、制度上、実施は可能ではありますが、先進事例は寡聞にして存じておら

ず、また、ネーミングライツは公募が一般的な手法であることから、現在のところ考

えておりません。

御質問の第３点は、まちづくりの展望についてであります。

食料アクセス問題の要因としては、人口減少に伴う購買力低下などによる地元小売

業の廃業、公共交通機関の廃止、高齢化に伴う運転免許証の自主返納者の増加などが

主なものであると認識しております。

現在、市では、市民生活の移動手段として市単独運行バスを運行しているほか、介

護認定を受けた方に対しては、ホームヘルパーによる訪問介護で買物支援のサービス

が提供されており、また、地域包括支援センターが実施するシルバー応援隊事業で

も、住民団体による買物等のサポートが行われております。

また、民間事業者では、スーパーセンターアマノが移動スーパーを運営する「とく

し丸」と提携し、移動販売を実施しているほか、生活協同組合やＪＡによる宅配サー

ビスなども展開されております。

昨年実施した公共交通市民アンケート調査の結果では、こうした買物支援サービス

を利用されている方の割合は約１割となっており、その多くは食品宅配サービスや移
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動販売車を利用されております。

一方、日々の買物については、全体の９割強が市内で、また７割が船越地区で行わ

れておりましたが、その主な移動手段は、路線バスやＪＲ男鹿線の利用が６パーセン

トにとどまっており、家族の送迎を含め、ほとんどが自家用車を使用している状況に

ありました。

このため、本年３月に策定した「男鹿市地域公共交通計画」では、循環バス「おが

ぐる」をはじめ現行の各路線を維持しつつ、買物の利便性を高めるため、潟西線につ

いては船越駅から乗り継ぎなしで大型商業施設まで行けるよう検討することとしてお

ります。

なお、議員御提案の市内大型スーパーへの直通のお出かけバスについて、県内でも

スーパー側がサービスの一環として実施している事例があり、民間主体で送迎バスを

運行する取組に対しては様々な支援が考えられますが、市が主体となって特定の店舗

を行き先とするバスを運行することに関しては、現行の路線バスが市内各スーパーの

近くに停車しておりますし、各地域で踏ん張っている商店がある中では、慎重に考え

なければならないと思っております。

また、トレーラー型の移動店舗車やＤＸスマートストアなどの先進的な取組は、あ

る程度需要が見込める地域での取組と承知しており、もともと需要の足りない場所で

設置しても、経営的に損益分岐点を超えることが難しく、そのことが大きな障壁に

なっているものと認識しております。

このため、市といたしましては、市民アンケート結果から、まずは市民の足として

公共交通の利便性の向上に引き続き努め、さらなる買物支援策については、先進事例

などを参考にしながら、費用対効果などを検証しつつ、本市の実情に合った仕組みづ

くりについて研究してまいります。

御質問の第４点は、防犯対策についてであります。

まず、安心・安全なまちづくりに向けた防犯環境の整備についてであります。

秋田県の防犯統計によりますと、県内の刑法犯の認知件数は、令和元年が全体で

２，１６２件、うち窃盗犯が１，５７７件、令和５年が全体で２，４０３件、うち窃

盗犯が１，５９９件であり、途中コロナ禍の影響とみられる減少もありましたが、刑

法犯全体ではやや増加、窃盗犯はおおむね横ばいとなっております。
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本市の状況は、令和元年が全体で８７件、うち窃盗犯が６６件で、令和５年が全体

で４９件、うち窃盗犯が２７件と、窃盗犯が大幅に減少したことで刑法犯全体の認知

件数も減少傾向にあります。

こうした中、市では安全・安心に暮らせる地域社会の実現を目指し、これまで、男

鹿警察署や男鹿市防犯指導隊による街頭での呼びかけや、各地区の防犯協会によるパ

トロールを実施しているほか、津波避難タワー前へ啓発用横断幕を設置するなど、関

係機関と連携した防犯活動を行ってきたところであります。

犯罪の未然防止に効果があるとされる公道等への防犯カメラの設置につきまして

は、過去の事故・事件の発生を踏まえ、男鹿警察署からの要請を受け、平成３０年度

に男鹿駅跨線歩道橋に１台、令和３年度に船越保育園前に２台設置しており、今後の

設置につきましても、状況に応じ男鹿警察署と協議をしながら検討してまいります。

また、市民が独自に講じるカメラの設置をはじめとした防犯対策につきましては、

本市における窃盗犯の件数に急激な増加はみられない状況にありますので、喫緊に助

成措置を講じる状況にはないと考えております。

次に、公共施設等における防犯対策についてであります。

昨今、公共施設内で職員や利用者の安全を脅かすような事件や、窓口職員に対する

カスタマー・ハラスメントなどの報道を目にすることが多くなっており、本市の施設

においても、防犯対策の強化の必要性を認識しているところであります。

各施設における夜間、休日の防犯対策としては、本庁舎には警備員が常駐し、若美

庁舎、小・中学校、公民館及び図書館では、それぞれ機械警備を専門業者に委託して

おります。

日中の不審者事案の対応策として、小・中学校では、児童生徒の登校完了後に玄関

や昇降口を施錠し、来校者は玄関で氏名等を確認してから校内に入れる措置をとって

おり、保育園では、保護者送迎以外の時間帯は門扉及び玄関を施錠し、来園者はイン

ターホンで対応しております。

このほか、近隣で不審者情報が入った際には、保護者等へ一斉メールを送信し、注

意喚起を図っております。

また、施設の防犯カメラにつきましては、男鹿南中学校と男鹿東中学校にそれぞれ

２台、船越小学校に１台設置しており、来年開園を予定している船越こども園には２
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台設置する予定としております。

なお、図書館やコミュニティセンター、公民館などの公共施設は、多くの来館者を

想定しており、入館を個別に管理することは施設の性格上なじまないと捉えておりま

す。

公共施設は、利用者の安心・安全を確保することは当然として、一方で、市民の

方々が気軽に利用できるよう開かれた環境にあることが望ましいと考えており、どこ

まで制限をかけるのが適当なのか、施設それぞれの特性や状況に応じて、防犯カメラ

の設置も含め、不断に検証してまいりたいと思います。

御質問の第５点は、道路交通環境についてであります。

信号機や道路標識、路面標示などの交通安全施設は、円滑な交通と安全性を確保す

る上で、必要不可欠な施設であります。

御指摘のありました信号機の撤去や変更については、県公安委員会が、交通量の減

少や利用頻度の低下など交通環境の変化を踏まえ、地域住民や道路利用者の意見を参

考にしながら、他の対策による代替が可能か否かを考慮した上で、交通の円滑性・安

全性が阻害されない場合に実施していると伺っております。

なお、効果検証につきましては、特に実施していないとのことでありました。

また、道路標識及び路面標示の必要箇所の確認につきましては、画一的な基準に基

づいて判断するのではなく、道路利用者から要望があったり、職員の道路パトロール

などで発見した場合には、その都度、現地調査を実施し、必要に応じて警察と現地立

会いを行いながら、男鹿警察署経由で県公安委員会へ要望を行っております。

今後も引き続き、安全でスムーズに道路を利用できるよう、よりよい道路交通環境

の整備に取り組んでまいります。

以上であります。

○議長（小松穂積） 再質問ありませんか。２番古仲議員

○２番（古仲清尚議員） 広範にわたり、そしてまた詳細につきまして御答弁をいただ

きました。その中で若干再質問させていただきたいと存じます。

大要１点目の防災・減災についての防災ＤＸについて、若干再質問させていただき

たいと存じます。

このデジタル政策、防災に限らず、デジタル全般に関してですけれども、いわゆる
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導入検討から実際の導入、そして運用・展開、そしてまた有効活用されるまでは、そ

れ相当の時間を要するものと考えられます。では、防災等における課題解決に向けて

のデジタル技術の活用につきましては、国の様々な今後の政策においても盛り込まれ

ているところでございます。実際に、現在、あまたの存在するデジタル政策あります

けれども、本市におきましても、その実情に即したデジタル政策の展開というものを

考えた場合、やはりその実効性・有効性について、じっくり検討していく必要がある

と思います。そのためには、それ相応の時間を要するため、やはり早い段階でその導

入検討というものがされるべきと考えますけれども、市としては、このことについて

どのように見解をお持ちでしょうか。

○議長（小松穂積） 鈴木総務部長

【総務企画部長 鈴木健 登壇】

○総務企画部長（鈴木健） お答えします。

御質問は、防災、特に防災のＤＸの取組について、その検討と実施までのスピード

ですね、これについてどのような考え方であるかということだったというふうに受け

止めております。

おっしゃるとおり、現在、日々様々な新しい技術が実用化といいますか、実証実験

も含めて生まれてきております。そうしたものの中で、限られたスタッフの中で情報

収集をしながら、これはどうであるか、これはいいんじゃないか、これは男鹿市に

合ってるか、そういった観点から検討しながら、これは有効と思われるものについて

は導入について検討していくと、そういったことになってまいります。

あとは、その財源についても、国の補助金、デジタル田園都市国家構想交付金など

も活用できるものはないかなど、様々な観点から、財源の確保も含めて、それから実

効性、あるいは男鹿市に本当に身の丈に合ったシステムであるのか、そういった多方

面から検討しているところでございます。

かといって何年もかけて検討すると、そういったことはございませんので、ある程

度スピード感を持ちながら、時機を逸することのないように検討するというのが基本

として考えております。

この後も様々な、議員から御提案あったものも含めまして、新たな技術の導入につ

いても併せて検討してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い
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いたします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。２番古仲議員

○２番（古仲清尚議員） デジタル政策の中で、現状、市が提供されているアプリケー

ションだったり、システムがあろうかと思います。そうしたアプリケーション等々が

実際に有効であるものなのか、その実効性はどうなのかという、その後の効果検証の

お考えはどのようにお持ちでしょうか。

一例申し上げますと、ウェブ版ハザードマップは、ＰＣ、タブレット、スマートフ

ォン、様々な媒体で確認をすることができます。しかし、機能性を考えたときに、こ

れそもそもは、そうしたハザードマップであったり、防災情報を紙媒体に印刷をし

て、有事の際に有効活用できるためのシステムが主眼となっている側面もあります。

ですから、こういった部分が市として提供されている一方で、実際に有効活用されて

いるか、その使い方、あるいは活用の在り方が周知徹底されているかという部分で、

効果測定等はどのようにお考えなられておりますでしょうか。

○議長（小松穂積） 鈴木総務部長

【総務企画部長 鈴木健 登壇】

○総務企画部長（鈴木健） お答えします。

御質問で、特にウェブ版ハザードマップについて、その活用法についてどういった

周知の方法がなされているのかと、その効果の測定についてどのように考えているの

かという御質問だと思います。

ウェブ版ハザードマップは、昨年度冬頃に開発が終了しまして、男鹿市でリリース

しております。今、こちらの周知に努めているところでございまして、これについて

は、今年度以降、現状ではなかなかまだ知らないという方も多いのではないかという

ふうに思っております。これを、市、危機管理課が担当なんですけれども、それだけ

ではなくて、ＤＸの担当、今年から高齢者向けのスマホの講習会などを実施すること

としております。そうした場で、男鹿市のＬＩＮＥの活用だけではなくて、こういっ

たウェブ版ハザードマップなども併せて周知することが考えられます。また、地域コ

ミュニティセンターのほう中心となって、住民向けの説明なども、あらゆる機会を捉

えて周知が必要かというふうに思っております。

また、御質問でおっしゃいました紙ですね、印刷して、例えば近くの避難場所、連
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絡先など、大きな紙に印刷して壁に貼っておくと、そういった活用も考えられます。

そういった活用方についても、この後、さらに周知徹底に努めてまいりたいと考えて

おります。

こちら、こういった啓発の取組ですね、特に高齢者の方々、なかなかこういったデ

ジタルに関心が薄いような方々も多いと思いますけれども、そうした方にも、極力、

こういった活用、いい面があるんだということが伝わるように、これから様々工夫し

てまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

それから、もう一点。効果検証についてです。

こちらの効果検証というのは、なかなか現状では、例えば市民の何パーセントが把

握してるのか、何パーセントが活用してるのかというのは、現状で把握はできていな

いのが正直なところでございます。この後、どれだけ認知されているのか、あるいは

活用されているのかというのも含めて検討してまいりたいと思います。

ちなみに、男鹿市の公式ＬＩＮＥですけれども、現在２，２００件ちょっとの友達

の登録者数となっております。議員の皆様からも市民の皆さんに、どうかＬＩＮＥを

使っているような方がいらっしゃれば、男鹿市の公式ＬＩＮＥの登録を呼びかけてい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。２番古仲議員

○２番（古仲清尚議員） 防災ＤＸに関しましては、承知いたしました。

もう一点、大要５点目の道路交通環境整備について、若干お尋ねいたします。

警察庁が定めております交通規制基準であったり、信号機設置の指針によります

と、信号機の設置に必要な条件と択一条件が示されていて、既設の信号機が様々な条

件に該当しなくなった場合に廃止の検討が必要とされております。例えば、一灯点滅

式の信号機については、先ほど御答弁の内容にありましたように、交通量が減少し、

当該基準に該当しなくなった場合に、警察機関として撤去を推進するということが示

されています。ただし、廃止する際、あるいは新設するなどの対応の場合は、地元住

民への説明を行い、理解を得た上で実施するということも示されています。

では、そこで、道路管理者である市当局としては、これら公安委員会、あるいは地

域という中で、どういった合意形成を得ていらっしゃるものなのか、見解をお聞かせ

いただきたいと思います。
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○議長（小松穂積） 湊産業建設部長

【産業建設部長 湊智志 登壇】

○産業建設部長（湊智志） お答えいたします。

信号機の撤去に関しましては、基本的に、県の公安委員会のほうでは、交通環境の

変化等によりまして信号機を設置している交差点の交通量が減少していることや、過

去の交通事故の発生状況等々を踏まえまして、地域の方々や道路利用者等の意見も参

考としながら、交通の安全性や円滑化に支障がない場合、撤去すると伺っておりま

す。

で、この地域の方々や道路利用者の意見を聞いた上で、県のほうでは撤去のほうを

検討していくということですけれども、市としては、そこでやり取り、県の、そこま

での範囲の中では、お互い意思を通じれないといいますか、そこはもう県のほうの公

安委員会のほうの判断でやっていただいてるということでございます。要望等々が来

た場合は、男鹿警察署経由で県の公安委員会等々へ要望は出すんですけれども、その

後の地域の方々からの意見聴取等々につきましては、県の公安委員会のほうで行って

いるということでございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。もう一回そこ聞いてもいいと思うよ。

２番古仲議員

○２番（古仲清尚議員） ただいまの答弁、自分なりに整理しますと、道路管理者とし

ては、公安委員会の決定だったり、その方針に沿って、決裁あるいは了承する立場に

はないという認識、そのように捉えましたけれども、この連携の在り方、あるいはそ

の合意形成の在り方について、道路管理者として、さらにといいますか、そのイニシ

アティブを担っていくというお考えはないものでしょうか。そのほうが、よりその地

域の実情に沿った形で、安全性も含めて推進されると考えますけれども、この部分に

ついてはいかがでしょうか。

○議長（小松穂積） 暫時休憩いたします。

午前１１時４１分 休 憩

午前１１時４２分 再 開

○議長（小松穂積） 再開いたします。
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佐藤副市長

【副市長 佐藤博 登壇】

○副市長（佐藤博） 公安委員会のほうで、実際にその住民の方に対して説明をして、

一定レベルで御納得いただいた上での撤去なり、もしくは三つから一つにというふう

な話の対応だと思います。で、直接的にその説明会なりについて市のほうで参画して

いるということではないと。ただし、当然我々としても、道路管理者として、ふだん

道路パトロールもやってますし、市民の声を一番受けてるのは市当局でございますの

で、そういった点で、もし不都合な案件を持って、公安委員会のほうでそうした信号

機の撤去なりというふうなことになれば、それは当然我々としても意見を申し述べて

いきますし、いくのがこれは筋でございますので、そうした対応をしてまいりたいと

思ってます。

具体的な事例として、もしそういった場所があれば、もし信号機がついているもの

をもう完全に撤去するよということであれば、それは我々としても様々な対応の形が

ありますので、そこは具体の事例をもって個別に対応はしっかりとしていきたいと。

決して、公安委員会のほうに丸投げして、あとは知らぬ存ぜぬということではござ

いませんので、そこは御理解いただければと思います。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。

○２番（古仲清尚議員） 以上で終わります。ありがとうございました。

○議長（小松穂積） ２番古仲清尚議員の質問を終結いたします。

午前の質疑はこの辺でとどめておいて、午後１時から本会議を再開いたします。

休憩といたします。

午前１１時４４分 休 憩

午後 １時００分 再 開

○議長（小松穂積） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、１４番小野肇議員の発言を許します。なお、小野肇議員からは、一問一答方

式によりたいとの通告がありますので、これを認めます。１４番小野議員

【１４番 小野肇議員 登壇】

○１４番（小野肇議員） 皆様、お疲れさまです。市民クラブの小野肇です。
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傍聴席の皆様、日頃から市政に関心をお持ちいただきまして、誠にありがとうござ

います。一般質問も２日目となり、本日最後の登壇者となります。お疲れのところ、

もうしばらくお付き合い願います。

また、今６月定例会での一般質問の機会を与えてくださいました関係各位の皆様に

心から感謝を申し上げます。

近頃では、温暖化など、環境変化が農業や漁業に大きな影響を与えております。世

界気象機関（ＷＭＯ）によれば、２０２３年の世界の平均気温は、産業革命前から約

１．４５度上昇し、観測史上最も暑い年であったと報告しております。

環境と経済は両立が必要と言われております。環境を軽視し、経済を優先すること

で、我々の健康や環境に重大な被害をもたらし、経済にも負の影響を与えることで

しょう。本市でも、ＤＸと脱炭素化について、大きく推進していくことが必要ではな

いでしょうか。

それでは、通告に従いまして、大きな項目三つの質問をいたします。その際、ほか

の議員の皆さんと重複する質問もあるかと思いますが、私の考えや思いもありますの

で、御理解いただければと思います。

初めに、飲用井戸等衛生対策についてです。

日本の近代水道は、明治２０年に誕生した横浜水道が始まりとされております。コ

レラや赤痢、腸チフスなど、不衛生な飲み水による水系伝染病予防対策として衛生的

な近代水道の整備が必要とされたからです。現在では、蛇口をひねれば当然のように

水が出てきます。その水道水について、少しも健康被害を心配する必要がないのは、

法律で定められた水質基準をクリアし、基準に適合した施設に整備してるからです。

そのことで利用者から十分な信頼を寄せていただき、そしてまた水道事業者も、水質

基準に適合していることが確認できれば、安全な水道水が供給できていることを知る

ことにもなります。

さて、本市の令和４年度決算での上水道の給水区域内における普及率は９７．８

パーセントとありました。これは、残りの２．２パーセントの方は上水道を利用して

いないことになり、井戸等により給水を行っていると思われますが、このことについ

て、市民の暮らしと安全を守る立場から、井戸水利用者の衛生管理や指導はどのよう

に行われているのでしょうか。
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以上を踏まえ、以下の質問をいたします。

（１）地球温暖化や環境の変化により有害物質等による地下水汚染等が問題になっ

ているが、水道法等で規制を受けていない飲用井戸等を利用している市民への水質検

査の実施や、汚染時における措置についての周知はしっかりと行われているか。

（２）船越地区では飲用井戸を利用している世帯が多いと認識しております。令和

元年に発生した船越小学校における暖房燃料漏えいのその後の周辺地域や職員・児童

への健康チェックと井戸水への影響はどうなのか。また、現在行われている小学校改

修工事への漏えいによる影響はあるのか。

（３）由利本荘市では、飲料水供給施設での不適切な事務処理により、水質基準値

を超える六価クロム化合物が検出されていたにもかかわらず、検査結果に対する問題

意識が甘く、飲料水の供給を停止することなく、区域内の住民に基準値超えの飲料水

の供給を続けていたことが報道されていた。本市の水道利用者も、こういった水質に

関する情報には非常に敏感になっています。他市であったことが本市では大丈夫かと

心配する市民もおります。上水道の水質検査については、私としては絶対的な信頼を

寄せていますが、一方で、本市には設置されていないと思う飲料水供給施設以外で、

県から移譲された専用水道や簡易専用水道施設の水質検査を含む衛生管理等について

の指導は適正に行われているのでしょうか。

（４）由利本荘市の不適切な事務処理の原因として、「一部の職員人事に固定化が

あったことから職員に慢心が生まれた」、「業務が一部職員に集中していたので業務

ミスに気づけなかった」、「同僚・上司がほかの職員の業務内容を把握していない」、

「職員数が足りずに業務が逼迫していた」等の要因が考えられますが、本市の職員人

事全般について、組織として不適切な事務処理防止の対策はしっかりと図られている

のか。

次に、二つ目の本市の観光事業の推進についてです。

今年４月の訪日外国人旅行者数は３０４万２，９００人となり、２か月連続で単月

３００万人を超え、４月として過去最高となりました。また、本市の令和５年の観光

入込数も、宿泊、日帰り客合わせて２２２万２，５６５人で、コロナ禍前との比較で

８６．５パーセントまで回復していると報告がありました。そして本市のインバウン

ド入込数も、宿泊、日帰り客合わせて、平成２５年の１，５７９人から令和５年では
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１万５５５人と、これもまた大きく増加しております。少子高齢化の影響で本市の人

口が減少している中で、観光客など本市を訪れる交流人口を増加させることが、経済

効果と地域ににぎわいをもたらすことになります。

本市の魅力は半島に広がる自然景観ですが、国定公園に指定されているということ

で保護・保全を過度に重視するだけでなく、人間社会との共生が重要だということは

以前から主張させていただいております。

本市の基幹産業である観光に追い風が吹いているこの機を捉え、令和６年度には、

さらなる攻めの姿勢で各事業の推進が必要ではないでしょうか。

以上を踏まえ、以下の質問をいたします。

（１）観光庁では自然・文化・アクティビティの構成要素を通じて、日本の本質を

深く体験できるアドベンチャーツーリズムやアウトドアアクティビティを推進してお

ります。旅行者は旅を通じて自分自身の変化や視野の拡大、学び等を得ることを目的

としており、個々のコンテンツの質の高さは当然として、旅行者それぞれの興味・関

心に応じたテーマ・ストーリー性のある滞在プランなど、その地域ならではの体験を

求めていることが特徴と言われております。また、自然・文化といった我が国の豊富

な地域資源を活用し、日本の本質を深く体験・体感できるアドベンチャーツーリズム

を推進することで、国内外の観光客の消費額増加や満足度向上につながることも期待

されております。アドベンチャーツーリズムは体験型の観光アクティビティで、大自

然の中でスポーツをすることが基本ではありますが、地域の文化に触れ、長期の滞在

も期待できることから、地域への消費額も高く見込まれるとも言われております。本

市でも官民挙げて取り組むべきと思いますが、本市の考えはどうでしょうか。

（２）３月定例会で、アウトドアブランド「モンベル」と連携したプロモーション

の展開を見据えて、約１２０万人が登録するモンベル会員向けの情報発信を行うとの

ことだが、連携することにより本市にもたらす観光事業への効果はいかほどか。ま

た、店舗の出店予定についてはどうか。

最後に、三つ目の地域公共交通計画（市運行バス）についてです。

人口減少や少子高齢化などの影響により、近所の店が撤退し、日々の買物に困って

いるお年寄りが増えております。最近では移動販売や宅配などで品物を届けるサービ

スも広がっていますが、お年寄りにはまだまだ身近なものにはなっていないようで
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す。また、運転免許証を持っている人は自家用車を自ら運転し不自由なく買物ができ

ますが、免許証を持っていない方は公共交通を利用することになります。ですが、そ

の公共交通の維持確保が難しくなっております。さらに、これからは高齢者の運転免

許返納も多くなり、買物や病院への通院にも支障が出てくることでしょう。その結果

として、高齢者の外出機会が減り、そのことから健康の悪化や地域経済や地域のコ

ミュニティ活動に影響が出ることも予想されます。これから先、高齢者が地域社会で

活動し、そして活躍できる社会をつくるには、地域公共交通の維持確保は絶対に必要

であります。

市では「男鹿市地域公共交通網形成計画」を策定し、各種取組を進めてまいりまし

たが、令和５年度を最終年としてその計画期間が終了しました。そのため、新たに今

年の３月に、本市の現状と課題を再確認し、市民ニーズの調査を行い、「男鹿市地域

公共交通計画」を策定したと報告がありました。

以上を踏まえて、以下の質問をいたします。

（１）公共交通の市の財政負担について、令和２年度から運行費用が大幅に増加

し、令和２年度以降は年間で約１億８，０００万円となっている。今回策定した計画

で収入の増と費用の減を見込むと思うが、利便性重視の運行を続けるための市の考え

とその条件は何か。

（２）バスやタクシーの運転手不足と担い手の確保が深刻な問題になっておりま

す。また、地域温暖化対策のため、２０５０年のカーボンニュートラル実現に向け

て、脱炭素化、グリーントランスフォーメーションの推進、自動運転などのデジタル

技術を用いた生産性の向上や新たな事業モデルの創出を実現するデジタルトランスフ

ォーメーションを推進することが重要なことは、皆さんもお分かりと思います。

そこで、新たに策定した地域公共交通の計画を拝見すると、男鹿駅と男鹿みなと市

民病院を結ぶ短距離交通の導入とありました。また、男鹿市ＤＸ推進計画にもあるよ

うに、移動手段としての公共交通の需要は高まっており、運行の維持が強く望まれて

いる。デジタルで地域特有の課題解決を実現するツールとしても大きな期待が寄せら

れているとあります。

ＤＸと脱炭素化の観点から、関係部署と連携して自動運転の試験導入を実現しても

らいたいと考えますが、その実現に向けた本市の本気度はどのくらいあるのか。
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（３）一部の地域で実施している定時定路線型の予約運行の拡充は考えているか。

また、福祉対策にもなる戸口から戸口のデマンドバスやデマンド型乗合タクシーを、

地域住民を担い手として、地域主体の取組意向が高い地域で試験的に運行するための

研究を始めてはどうか。

以上、大きく三つの質問をいたしました。これで私の質問を終わります。御清聴あ

りがとうございました。

○議長（小松穂積） 答弁を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 小野議員の御質問にお答えします。

御質問の第１点は、飲用井戸等の衛生対策についてであります。

令和５年度末現在、本市の井戸水の使用世帯は４２５件で、このうち若美地区が約

５割、船越地区が約３割を占めております。

こうした個人宅の井戸水は水道法等の適用を受けないため、所有者自らが適正に管

理することになっており、水質検査の義務はありませんが、健康被害を防ぐため、安

全性を考慮して定期的に水質検査を実施することが望ましいと考えております。

先般の由利本荘市における飲用水供給施設での不適切事案を踏まえ、市といたしま

しても、市民に安全な飲み水を飲用していただくため、広報などで積極的に水質検査

の実施を啓発するとともに、井戸水の利用に不安を抱える方から相談があった場合に

は、安全な水を安定提供できる上水道への切替えを推奨してまいります。

汚染された場合の措置については、県の飲用井戸等衛生対策要領に準じ、市が窓口

となり、汚染原因を調査するとともに、必要な措置を取ることとしております。

なお、水質汚濁防止法に基づき県が実施している若美払戸地区での地下水の水質調

査や、市が毎年行っている河川下流や漁港など２０か所の河川水質分析調査におい

て、地下水に影響を及ぼすような水質汚染は確認されておりません。

次に、専用水道・簡易専用水道施設の衛生管理についてであります。

専用水道は、施設において「１００人を超える人に水を供給するもの」または「１

日の最大給水量が２０立方メートルを超えるもの」のいずれかの要件を満たす地下水

受水型の水道であり、本市において該当する施設は、旧夕陽温泉ＷＡＯと航空自衛隊

加茂分屯基地の２施設であります。
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また、容量が１０立方メートルを超える受水槽施設である簡易専用水道は、男鹿ゴ

ルフクラブ、みなと市民病院、水族館など５９施設に設置されており、これらの専用

水道及び簡易専用水道については、所有者が水道法に基づき適正に衛生管理すること

が求められております。

これまで、市内の該当施設で飲水による健康被害は報告されておらず、また、保健

所や水質検査機関などから水質に関する指導等の情報もないことから、適正に管理さ

れているものと判断しております。

なお、飲用水質の保全と健康被害防止の観点から、市でも、気温が高くなる夏場の

７月に、広報で受水槽や高架水槽の清掃並びに検査の実施について啓発しているとこ

ろであります。

次に、組織として不適切な事務処理防止対策についてであります。

定期人事異動に当たっては、おおむね５年以上の長期間在籍している職員や採用後

３年に達する若手職員について、優先的に配置換えを行うジョブローテーションを実

施しておりますが、これは職員の能力開発や組織の活性化を図ることはもちろん、特

定の職員に事務が固定化することを防ぐことを目的としております。

また、主担当・副担当制によるダブルチェックや報告・連絡・相談、いわゆる報連

相の徹底、朝礼の実施などにより風通しのよい職場づくりを進めているほか、職員研

修による職員の資質向上に努めております。

今後、デジタル化の推進による事務の効率化や業務フローの整理、マニュアルの作

成等を通じて事務の標準化を進め、特定の職員の資質や能力に依存することなく、組

織として事務の適正な執行が図られるよう取り組んでまいります。

御質問の第２点は、観光事業の推進について、まず、アドベンチャーツーリズムの

取組についてであります。

人口減少や少子高齢化の進展に伴い、地域内の需要が縮小していくことが見込まれ

るため、国内外からの交流人口の拡大や観光消費によって、地域の経済や活力を維

持・発展させていくことが重要と考えております。

国の推計によりますと、定住人口１人当たりの消費額は年間約１３５万円で、これ

を旅行者の消費額に換算すると、外国人旅行者では６．４人分、国内の宿泊旅行者で

は２１人分、日帰り旅行者では７１人分に相当すると言われております。
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このため、市では、人口減による地場産業への影響を緩和し、地域経済の活力を維

持するため、持続可能な観光地づくりやインバウンド需要の取り込み等を積極的に推

進しているところであります。

アドベンチャーツーリズムにつきましては、欧米圏で広がった体験型観光の一つ

で、「文化体験」、「自然」、「アクティビティ」の三つの要素のうち二つ以上で構成す

る旅行形態とされております。市場規模が大きく、消費額も通常の旅行者の２倍と言

われており、国の計画では、インバウンド回復に向けて、観光消費額拡大の効果が高

い取組と位置づけられております。

本市は、ユネスコ無形文化遺産に登録されている「男鹿のナマハゲ」、寒風山や入

道崎、鵜ノ崎海岸に代表されるダイナミックな自然、パラグライダーやマリンレ

ジャー、お山かけトレッキングなどの体験アクティビティを有しており、アドベン

チャーツーリズムを推進していく上で高いポテンシャルを持っていると考えておりま

す。

市としましては、ＤＭＯと連携しながら、雄大な景観や自然環境を生かしたアクテ

ィビティや、歴史・文化を感じることができるなまはげ行事など、市内で体験できる

プログラムを一元化して情報発信するなどプロモーションを強化するとともに、観光

事業者や地域の住民と協力し、新たなコンテンツの発掘や磨き上げを行い、国内外か

ら訪れる方に男鹿ならではの体験を提供してまいります。

次に、モンベルと連携したプロモーションについてであります。

総合アウトドアブランドのモンベルには、全国に約１２０万人を有する有料会員制

度の「モンベルクラブ」があり、６０歳未満の会員が全体の６５パーセント以上を占

め、活動的で、地域の自然や食、アウトドアへの関心が強いとされています。

市では先般、会員に向けて、ウェブサイト、専用アプリ、メール及び会報誌などで

情報発信できる「モンベルフレンドエリア」に登録したところであり、今後、本市の

歴史・文化や豊かな自然、体験アクティビティ等の魅力を会員に直接訴求していくこ

とで、確度の高い誘客に結びつけてまいります。

なお、県内へのモンベル店舗の進出状況ですが、現在「美郷店」が営業しているほ

か、東北最大級の触れ込みで「にかほ店」が今月２８日にオープンすることや、北秋

田市への出店も計画されていることを踏まえると、本市への近々の出店は難しいと受
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け止めておりますが、今般のフレンドエリア登録を契機に、同社との関係を深めてま

いりたいと考えております。

御質問の第３点は、地域公共交通計画についてであります。

まず、利便性を重視した運行の継続についてであります。

高齢化が進む中で、運転免許証を返納された方や自家用車を持たない方にとって、

公共交通は買物や通院などの生活の足として必要不可欠なものであります。

市民を対象にしたアンケート調査の結果でも、路線バスを日常の移動手段としてい

る方は７パーセントにとどまるものの、いざというときや将来運転できなくなったと

きの手段と考えている方を含めると、５０パーセント以上の方が自身の移動手段と捉

えており、こうしたことからも、公共交通の重要性の認識は議員と同じであります。

確かに、昨今の燃料の高騰や乗務員の確保に伴う人件費の増加などにより、運行費

用が上昇していることも事実であり、経費の不断の見直しは引き続き行ってまいりま

すが、例えば、減便や路線の廃止などサービス低下に直結する経費の削減について

は、そのことで利用者が激減し、負のスパイラルに陥る恐れがあります。

一方で、本市の財政規模からみて、市の支出額の１億６，０００万円、特別交付税

を除いた実質的支出の６，０００万円は決して小さな負担ではなく、運行の「見える

化」により、市民の皆様には「乗って残す」という当事者意識を持ってもらうことが

重要と考えております。

市といたしましては、現在運行している市単独運行バスについては、「公共のサー

ビス」として位置づけており、常に費用対効果を念頭に置きつつも、利便性を最大限

に重視しながら、地域公共交通計画の基本方針である安心・便利な移動手段、持続可

能な公共交通、分かりやすく利用しやすい環境の整備に努めてまいります。

なお、計画には新たな資金確保対策として、車内広告の掲載やラッピング広告の受

入れを盛り込んでいることから、運行事業者と相談しながら検討してまいります。

次に、男鹿駅と男鹿みなと市民病院を結ぶ自動運転の試験導入についてでありま

す。

計画では、交通の乗換え拠点である男鹿駅から、目的地である男鹿みなと市民病院

までの自動運転車両の導入の検討を盛り込んでおります。

これが実現できれば、利便性の向上だけではなく、ＪＲ男鹿線の利用促進や男鹿駅
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周辺のにぎわい創出にもつながるものと考えておりますが、試験導入の先進事例で

は、降雪時のセンサー不良により運休となったことや、水たまりにセンサーが反応し

緊急停止したことがあったほか、路上駐車や歩行者の急な道路横断などのイレギュ

ラーな事態に安全を担保できないといった、解決すべき課題が多々あると伺っており

ます。

もとより、公共交通には安全・安心が絶対的に求められますので、自動運転車両の

調査・検討という位置づけとしております。降雪地域である本市にあっては、拙速に

過ぎないよう日進月歩で進展する技術革新や先進自治体の取組を注視しながら、導入

に向け調査、研究してまいります。

次に、定時定路線の予約運行の拡充と地域住民を担い手としたデマンド交通の試験

運行についてであります。

現在、定時定路線型の予約運行については、男鹿北線の枝線である男鹿中線、安全

寺線、入道崎線、加茂線といった主要幹線以外で導入しておりますが、これ以外に市

民からの要望もなく、路線の拡充は考えておりません。

また、地域住民を担い手としたデマンド交通につきましては、タクシーと同様の運

行形態となることから、現在地域で踏ん張っているタクシー事業者の経営を圧迫する

可能性についても考慮する必要があります。

一方で、将来的には、ドライバーの高齢化によりタクシーをはじめとする公共交通

の担い手が不足することも懸念されるため、導入を視野に入れておく必要があると考

えております。

市といたしましては、取組に意欲を示す地域を掘り起こしながら、地域の皆さんと

一緒に研究してまいりたいと考えており、議員の地元でもぜひ御検討いただきたいと

考えております。

飲用井戸等の衛生対策について、令和元年度に船越小学校で発生した灯油漏れのそ

の後の影響につきましては、教育長から答弁いたします。

以上であります。

○議長（小松穂積） 鈴木教育長

【教育長 鈴木雅彦 登壇】

○教育長（鈴木雅彦） 小野議員の御質問にお答えします。
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御質問は、令和元年度に船越小学校で発生した灯油漏れのその後の影響についてで

あります。

令和元年９月に発生した船越小学校での灯油漏れは、灯油地下タンクの油量計の数

値が急激に減少し、その後、１０月１９日に、校舎１階に設置してある圧送ポンプ室

内の送油管付近の砂から灯油の臭いが確認されたことにより判明したものでありま

す。

灯油漏れ事故を受け、教育委員会では、同年１０月２５日に船越小学校近隣住民に

対し、地下水に灯油の臭いや油膜が認められた場合には、報告をお願いする文書を発

出しております。

さらに、１０月２７日には、同校から半径５００メートル以内の居住者で、地下水

を飲料としている約５０世帯を含む７０世帯を訪問し、灯油漏れの状況を説明すると

ともに、地下水の臭い等を確認しましたが、灯油の臭いや油膜はなく、住民からの健

康被害の訴えもありませんでした。

訪問時においても、地下水に異常が確認された場合には、教育委員会への連絡を依

頼し、その後も経過観察を続けておりますが、地下水からの灯油の臭いや健康被害に

関する報告は、これまで入っておりません。

船越小学校の児童・教職員への健康チェックについては、登校日に毎日行っていま

すが、灯油漏れに伴うことが原因で体調を崩したとする児童・教職員の報告はありま

せん。

井戸水への影響については、同校の近隣で地下水を飲料として利用している２世帯

の水を、同年１０月２５日に秋田県分析化学センターで検査した結果、２世帯の井戸

水からは油膜等は検出されませんでした。

この結果に加え、灯油漏れが確認されて以降、地下水からの灯油の臭いや油膜等の

報告が１件もないことから、地下水への影響はないと考えられます。

現在行われている船越小学校改修工事への影響については、既に教室棟と体育館の

改修工事、そしてプールの解体と改修工事が終了しましたが、灯油漏れの新たな形跡

は確認されておらず、改修工事は予定どおり進んでおります。

現在、特別教室棟の改修工事に入っており、引き続き外構工事も予定しております

が、地中に変化を及ぼす工事がないことから、今後も改修工事への影響は生じないも
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のと捉えております。

以上でございます。

○議長（小松穂積） 再質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） そうすれば、地下水の井戸の件でお聞きしますけども、この

地下水を１年以内に水質検査をしてくださいという注意喚起のようなものは、市のほ

うから何か広報とかで、これからはもちろんやると思いますけども、以前からやられ

ているのか、そこをお聞きしたいと思います。

○議長（小松穂積） 田村市民福祉部長

【市民福祉部長 田村力 登壇】

○市民福祉部長（田村力） お答えいたします。

これまでは、積極的にやるようにというような広報はしていなかったのが正直なと

ころでございますが、今回こういった御指摘も踏まえて、これからしっかりやってい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） 今、私がこの地下水の件について質問をしてるのは、ほかの

地域でＰＦＯＳとかＰＦＡＳとか、あと農薬のネオニコチロイドとか、いろいろ環境

変化によってその井戸水に悪い影響を与えているという、そういう報道が非常に多く

なってきているからでございます。当男鹿市について、そのようなことはないだろう

という、まあ先入観といいますか、そういう考えでいると、もしかしてあるのではな

いかというようなことも、どこかで考えておかないといけないのではないかというこ

とで、まず質問させていただいております。

前回１２月議会で、水道のネオニコの検査しましたよね。あの報告について、安全

だから公表したらどうですかという話で、公表しなくてもいいというような答弁がご

ざいました。私、今でもそれちょっと心に引っかかってまして、やはりやるべきでは

なかったのかなと、今でも思っております。秋田市では、今月、年２回、ネオニコの

検査をするということを表明しております。また検査結果もちゃんと公開するという

ようなことでありましたので、あの１２月のときに男鹿市でも公開しておけば、男鹿

市の、住民に対する水の安全とか、市民に対する思いやりというものが非常に出てき

たのではないかと、私は今でも思っております。
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ですので、この井戸水に関しては、環境の変化がこれからどんどん強くなっていく

というか、あると思いますので、ぜひ、使う人が検査するのは当たり前なんだけど

も、知らないで使ってる方も多いと思いますので、その辺の広報はしっかりとやって

いただきたいと思います。

○議長（小松穂積） 佐藤副市長

【副市長 佐藤博 登壇】

○副市長（佐藤博） 小野議員から、水道水の様々な環境変化があるので、常に、安全

を念頭に置いてということ、これは本当に議員のおっしゃるとおりだと思います。た

だそれと、１２月議会で議員のほうから御指摘がありましたネオニコ系のジノテフ

ランの話は、また別の話であって、１２月議会でも申し上げましたけども、そもそも

基準が違うものを、ＥＵの基準がまるっきり考えが違う形で設定している目標値と比

べて、秋田市がたまたま当事者になったような形になっていますけども、それが超え

たということで問題になってるものとは、また話が次元が違う話だろうと思ってござ

います。

今回、当事者ということで、秋田市が検査をするということで、公表もするという

話でございますけども、そもそも秋田市の河川から、水道水から検出されたあの数値

も、国の目標値の確か１０００分の１ぐらいのはずですよね。で、ＥＵはもう一番環

境にといいますか、人体に影響のあるその成分を、一番厳しい成分をもって全部の農

薬に該当させてますから、日本はそうでなくて、一生の間に通常の方が飲む量でもっ

て、恒常的に飲んでも健康に被害がないよというところでの線引きしてますので、ま

るっきり違うメルクマールで比べても話になりませんので、そういった点でちょっと

次元が違う話だろうと。ましてや、当市は河川から上水道を持ってきてるわけでもご

ざいませんので、数字を出したからといって、それがまた高いの低いの、検知されま

せんでしたって言っても、じゃあもっと詳しく検知したらどうかっていう話で、これ

は水かけ論になってしまいますので、市民の皆さんにはそこら辺についてはしっかり

と御認識いただけるんでないかなと思ってございますので、その点についてはお話し

ておきたいと思います。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） 副市長から今、その農薬について御見解いただきましたけど
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も、昨日の安田健次郎議員の、こまちＲでカドミウム０．４ｐｐｍ、これがヨーロッ

パなりの輸出に関係すると、これが引っかかるよと。だからそれにならないようなも

のをこれから広げていくということでありましたけども、この水道水についても同じ

ような考えじゃないかと思いますけど、まあここはそれなりに少し、ここで議論して

もしょうがないので言いませんけども、まあそういうような感じでありますので、こ

の数字に関して、食の安全等に関して、水も含めて今後いろいろ議論していきたいと

思っております。

それと、教育長から、船越のほうは大丈夫だということでありました。灯油のタン

クなり、その設備というのは、今後とも冬の暖房に使うんですかね。

○議長（小松穂積） 鈴木教育長

【教育長 鈴木雅彦 登壇】

○教育長（鈴木雅彦） 現在、船越小学校大規模改修工事が進められておりますが、冷

暖房につきましては、電気ということで灯油は使用しないということになります。で

すから、一切この後、灯油地下タンクも含めまして使用しないということになりま

す。

今、答弁に誤りがありました。電気でなく、ガス冷房・暖房ということになりま

す。市のガスを使用しておりますので。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） ガスを使用していただけるということで、ありがとうござい

ます。そうすれば、タンクを使わないのであれば、撤去というような方向に持って

いった場合、灯油が漏れてるんであれば、その土砂、砂、入替え等も、今後もし、そ

の辺のところをちょっと考えていただければと思います。

それと、由利本荘市の関係のことに関しては了解いたしました。ありがとうござい

ます。

観光の関係で、モンベルさんの件でお話聞きたいと思います。

先ほどフレンドエリアの何かということでお話ありましたけれども、冊子か何かに

男鹿市の寒風山とか、海と山の関係のキャンプとか、そういう自転車とか、いろんな

ところのツールがあると思いますけども、そういう何か大きな、大きなというか、会

員向けの雑誌か何かに男鹿市という名前が載って、全国的な宣伝につながるのかとい
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うところを少しお聞きしたいと思います。

○議長（小松穂積） 杉本観光文化スポーツ部長

【観光文化スポーツ部長 杉本一也 登壇】

○観光文化スポーツ部長（杉本一也） お答えいたします。

モンベルとの連携した取組について、どういったＰＲ方法、今取られているかとい

うことでありますけれども、議員おっしゃるとおり、今年度は載りませんけれども、

来年度、市の観光ＰＲとして、モンベルが発行する雑誌に男鹿市の紹介がされると。

で、今年度は今のところ、モンベルの専用ホームページに男鹿市のそういった観光情

報等が載っているという状況であります。このほか、ＳＮＳ等を使った会員向けの情

報発信等をしていただくと。

で、このモンベルクラブに入会するには、年間の入会料がかかります。無料の会員

登録と違いまして、非常に観光に来ていただいた際、男鹿でお金を使っていただくポ

テンシャルの高い方々が、これが全国に１２０万人いるというような組織であります

ので、この辺について、質問の中にもありました観光消費額の拡大に向けては、非常

に有効な取組と思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） 非常に宣伝効果の大きいことになると思います。これは、

モンベルさんから男鹿市にお話あったんですか。それとも男鹿市からモンベルさんに

お話したんですかね。どういうつてでモンベルさんとのつながりになったか。分かる

ようであれば少し教えてもらいたいと思います。

○議長（小松穂積） 暫時休憩します。

午後 １時４７分 休 憩

午後 １時４７分 再 開

○議長（小松穂積） 再開いたします。

杉本観光文化スポーツ部長

【観光文化スポーツ部長 杉本一也 登壇】

○観光文化スポーツ部長（杉本一也） 一番は市長のトップセールスであります。要

は、片山右京さん、うちのほうで取り組んでおりますなまはげライドにゲストライ
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ダーとして来ていただいておりますけれども、その片山右京さんから仲立ちといいま

すか、間に入っていただきまして、それで昨年、市長が大阪のモンベル本社のほうを

訪問して、こういった話に発展したということでございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） 市長の御尽力ということで、本当にありがとうございます。

モンベルって聞くだけで、やっぱり男鹿の市民って非常に期待してると思います。

モンベルすごいなというような声が私にも来ておりますし、モンベルの冊子に男鹿の

何が載るのかなと、そういう注目もしております。寒風山が載るのか、お山かけが載

るのか、カヤックとかキャンプとかいろいろあると思いますけども、その辺の何を載

せるかっていうのは、これはやっぱり杉本部長が考えるんですか。

○議長（小松穂積） 杉本観光文化スポーツ部長

【観光文化スポーツ部長 杉本一也 登壇】

○観光文化スポーツ部長（杉本一也） 私一人で考えるわけではありませんけれども、

魅力あるところがどこかというところをしっかりポイントを絞って、全国に発信して

いければなというふうに思っております。

その辺のところ、もう少しお話をさせていただきたいと思いますけれども、今回の

モンベルと協働した取組は、まず第一歩というふうに考えております。この後、様々

なことを連携して取り組んでいければなというふうに思っております。

で、先ほど議員からもありましたカヤックというふうなお話もありましたけれど

も、モンベルで取り組んでおります「ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ」、これ、カヤッ

クとサイクリング、登山、カヤックは南磯でのカヤック、それから、なまはげライド

のコースの一部を使ったサイクリング、そしてお山かけコース、こういったところを

使った登山、こういったことができれば、非常に、前段ありましたアドベンチャー

ツーリズム、こういったことにもつながっていくだろうというふうに思っておりま

す。そして、もっと取り組みたいといいますか、私の希望でもありますけれども、寒

風山、ここを活用した取組を一緒にできればなと。健康増進にもつながるような山歩

きを主体とした取組をやっていければなというふうに思っておりますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。
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○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） そうすれば、いろんな各種団体もありますので、いろんな声

を聞いて、その辺のところよろしくお願いしたいと思います。

公共交通について少しお聞きしたいと思います。

乗る人が少ないというのはよく分かるんですけども、これ１回無料で皆さんに乗せ

てみたらどうでしょうか。せば乗る人どのくらいいる、ニーズって分かると思うんで

すけど、そういう取組をするような考えってないもんでしょうか。

○議長（小松穂積） 鈴木総務企画部長

【総務企画部長 鈴木健 登壇】

○総務企画部長（鈴木健） お答えします。

公共交通について、現在１回の乗車が２００円、１か月の共通乗車券で２，０００

円と、非常に低額で分かりやすい料金体系とさせていただいております。これを無料

にしてみてはどうかという御提案ですけれども、現時点ではそこまで考えてはおりま

せんけれども、様々な可能性、この後どうやって公共交通を地域に残していくのか、

これ様々な手法等あると思います。それから、市長もお答えしておりましたけれど

も、車内広告掲載、ラッピング広告など、これ、僅かなものですけれども、少しでも

市の負担を少なくしていくと。そうすることで、持続可能な公共交通というのを図っ

ていきたいと、そういった考え方でございます。

恒常的に無料というのは恐らく難しいという認識ですけれども、どういった手法が

いいのか、これ、まず一度公共交通を、男鹿市のバスを使っていただくという意味で

は興味深い御提案ですけれども、そういったことも含めて様々な観点から検討させて

いただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） １日だけ無料というような日を設けて、実際にどのくらいの

人が使うというようなそういう情報を得るためにもいいのではないかと思って提案し

たんですけど、まあその辺のところもちょっとお考えいただければと思います。

自動運転のことについてお聞きしたいんですけども、県内でも仙北市とか、北秋田

市でしたっけ、やっておりますよね。男鹿駅からみなと市民病院まで自動でまず何か

を走らせてみるという。先ほど冬のセンサーの関係とかいろいろお話ありましたけど
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も、この自動運転っていうだけで、私、これわくわくするんですよね。非常に前向き

な考えというか、何かをまずやってみたいなと思うんですよ。で、その考えでいれば

ちょっとわくわくしてきますが、市長どうですか、一緒にわくわくしませんか。やっ

てみませんか。

○議長（小松穂積） 菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） ありがとうございます。私、市長になってすぐ、２年目だったか

な、東京の研究者グループが男鹿中で無料の移動バス、物販のね、それやりたいって

いう話があって、すぐ私乗りました。本当にびっくりするぐらい優秀な若者たちだっ

たっすな。名刺交換してびっくりしました。本当に男鹿でやりたいという思いを持っ

てて、私はその夢をまだ捨ててないです。そういう可能性があればやってみたいっす

な。男鹿中の移動販売車だすな、無人の。そういう計画を、マ研っていったかな、い

ずれそういう若者の１１人だかのグループで、それの提案されたことがありました。

やっぱりちょっと国なり、民間の大きい企業がやってる、そういう応募したんですけ

ども通らなくて、今ちょっと立ち消えなってますけども、まだ夢は捨ててないですか

ら、そういう気持ちは十分に持ってます。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） 市長がそのような夢を持っているということでございますの

で、何とかして短い区画だけでも走らせるっていうのは非常に夢もある話ですし、こ

れ、今はやりの公募でどこか募集して、男鹿市とタイアップするような形を取れば、

通信事業者さん、電気事業者さん、あるいは石油関係の事業者さんと大手もたくさん

男鹿市の周りにはおりますので、その辺の、一緒にやらないかというような市長の決

断といいますか、トップセールス的なところで、ひとつまずここだけでもやってみよ

うよというような考えをどうか前向きにやっていただきたいと思うんですけど、どう

でしょうか。

○議長（小松穂積） 菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） ちゃんと頭に入れて、そういう状況があれば対応しますから、

ネットワークだけ張っていきますから、いろんな提案をしていただければありがたい
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と思います。よろしくお願いします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。

○１４番（小野肇議員） 終わります。

○議長（小松穂積） １４番小野肇議員の質問を終結いたします。

○議長（小松穂積） 以上で、本日の議事は終了いたしました。

明日２０日、午前１０時より本会議を再開し、引き続き、一般質問を行うことにい

たします。

本日は、これにて散会いたします。お疲れさんでした。

午後 １時５７分 散 会


